
 海田町公園条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年６月９日 

 

                   海田町長 竹 野 内 啓 佑 



海田町条例第１５号 

   海田町公園条例の一部を改正する条例 

 海田町公園条例（平成９年海田町条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１中 

「 
 管理棟 会議室 １時間まで

ごとに 
３９０円  ８時から２

１時まで 
駐車場 
 

大型自動車 １台１回に

つき 
６３０円 

普通自動車 ２１０円 

」 

を 

「 
 管理棟 会議室 １時間まで

ごとに 
３９０円  ８時から２

１時まで 
第 １ 駐 車

場 
 

大型自動車 １台１回に

つき 
６３０円 

普通自動車 ２１０円 

第 ２ 駐 車

場 
大型自動車 ６３０円 

普通自動車 ２１０円 

第 ３ 駐 車

場 
普通自動車 ２１０円 ０時から２

４時まで 
 
ただし、１

２月２７日

は０時から

２１時まで 
 １月５日

は８時から 
      ２４時まで 

」 

に改め、同表備考４を次のように改める。 

  ４ この表において、「大型自動車」とは、道路交通法施行規則（昭和３５年総理府

令第６０号）第２条に規定する大型自動車、中型自動車、準中型自動車（普通自動

車に該当するものとして規則で定めるものを除く。）及び大型特殊自動車をいい、



「普通自動車」とは、同条に規定する準中型自動車（規則で定めるものに限る。）、

普通自動車及び小型特殊自動車をいう。 

   附 則 

 この条例は、規則で定める日から施行する。 


